












はじめに 

『長期在宅障害児の家庭療育に関する研究』という主題のもと,昨年度は,都立北療育園本

園に通園措置された障害児の16 年間の変遷と,これにもとづき今後の在宅障害児療育のあ

り方の一かんとしての通園療育のあり方について報告した。即ち,この 16年間に,肢体不自

由児通園措置児の主たる疾患であった脳性麻痺(以下 CP と略す)児は減少し,精神薄弱(以

下 MR と称す)等を併せ有する重複障害児が増加してきていること,しかも年々幼少化,重症

化の現象が見られることから,これからの公立肢体不自由児通園施設は,いわゆる重症心身

障害児(以下重症児と略す)をも含めた運動機能に問題のあるあらゆる心身障害児を扱いう

る医療設備と,これらを扱いうる職員の配置の必要性についてのべた。又超早期発見,超早

期療育の行政的効果をあげるには,たんに外来療育のみならず,仮称“乳児通園"の存在も考

慮されてしかるべきことにもふれた。 

そこで本年は,東京都にある四つの都立肢体不自由児通園の現況を調査し,東京都における

在宅障害児,とりわけ通園児の療育のあり方を思索すべく次の調査を実施し,いささかの結

果を得たので報告する。 


